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～外貨関連～ 

 

国務院、 

『非銀行決済機構監督管理条例』を公布 

第三者決済機関への監督・管理体制を強化 

 
 

平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。 

  

国務院は、2023 年 12 月 17 日付で『非銀行決済機構監督管理条例』1（国務院令第 768 号、以下『条

例』）を公布し、2024 年 5 月 1 日に施行するとします。デジタル経済、電子商取引などの新業態の拡大

とともに急成長した非銀行決済機構（以下、第三者決済機関）への監督・管理体制の整備を通じ、決済

業務に係るリスクの防止や利用者保護、業界の健全な発展の促進を図っています。 

『条例』策定の背景について、司法部、人民銀行関係者は記者会見で、第三者決済サービスの利用状

況を紹介し、問題点2を指摘した上、管理制度を現行の部門規定から国レベルの行政法規に格上げしたこ

とにより、決済業務の健全な発展に向けた法的基盤をさらに固めていくと説明しました。 

『条例』は第三者決済機関の定義を明確にし、手続き順番を「先証後照」に変更した上、決済業務分

類の見直し、決済ルールなどの明確化を行いました。また、第三者決済機関への監督・管理強化の一環

として、主要株主及び実質的支配者に対する持分管理や、利用者権益の保障、情報セキュリティに関す

る内容を盛り込みました。 

なお、2021 年 1 月に公布されたパブリックコメントで注目された独占禁止に関する内容は、『条例』

で大幅に削除したものの、「独占又は不正競争行為の禁止。人民銀行は独占又は不正競争の疑いがある行

為を発見した場合、関連手がかりを法執行機関に移送」と公平な競争を強調する姿勢を示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

                             
1 中国語原文は下記の URLよりダウンロードできます。https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6920724.htm 
2 一部の決済機関による利用者資金の不正利用、情報の不当な収集・利用・漏洩や、個別の決済機関がネット詐欺や越境賭博などの国際

送金の手段として利用されることなど 
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『条例』は 6つの章、計 60 条からなり、内容は第三者決済機関の設立・変更・終了、決済業務ルール、

監督・管理及び法的責任にわたっています。部門規定の『非金融機関決済サービス管理弁法』（人民銀行

令[2010]第 2 号、国発[2016]11 号及び人民銀行令[2020]第 2 号により改定、以下『旧法』）に比べ、主

な変更点は以下の通りです。 

 

 

『条例』第 2 条では、第三者決済機関は、銀行業金融機関を除き、決済業務許可証を取得し、利用者

が提出した電子支払指図に基づき、通貨資金の移動等の決済業務に従事する有限責任公司あるいは株式

有限公司と定義しました。その役割について、第 3 条で「便利な少額決済サービスの提供を目的に」と

位置づけ、第 23 条で商業銀行との提携により銀行口座経由にて法人利用者向け決済サービスの提供を

誘導・奨励するとして、決済業務における銀行との棲み分けを初めて明確にしました。 

人民銀行関係者によると、2022 年、第三者決済機関による取引件数は、1 兆件以上（国内の電子決済

業務に占める割合は約 8割）、決済金額は 400兆元近く（同約 1割）。サービスの利用者数は、個人で 10

億人以上、事業者は数千万社に達しました。 

 

 

当局は第三者決済機関に対する許認可管理を実施するとし、手続き順番を「先証後照」（事前許認可取

得後、登記・登録）に変更します。新規設立の場合、従来の「営業許可証を以って人民銀行へ決済業務

許可証を申請」から、「人民銀行から決済業務許可証を受領後、市場監督管理部門で登記、営業許可証を

受領」の順番となります。また、市場監督管理部門で変更又は抹消を手続きする前に、先に人民銀行の

認可を取得し、決済業務許可証を取り消す必要があります。 

第三者決済機関の設立要件や変更申請の内容・手続きは一部調整され、撤退手続きも完備されました。

旧法と比べた主な変更点を図表 1の通り纏めました。 

【図表 1】第三者決済機関の設立・変更・撤退などに関する主な内容 

項目 旧法 『条例』 変更点 

企業名 ― 

➢ 第三者決済機関の名称に「支払」

文字を標記すべき 

➢ 決済業務許可証取消後、当該機関

の名称及び経営範囲において「支

払」文字の継続使用は不可 

第三者決済機関の企業名に「支

払」文字の標記を義務付け 

資本金 

➢ 業務範囲が全国である

場合、最低登録資本金は

1 億人民元 

➢ 業務範囲が省内（自治

区、直轄市）である場合、

最低登録資本金は 3千万

人民元 

➢ 最低登録資本金は払込

金額であること 

➢ 最低登録資本金は 1億人民元、か

つ払込金額であること 

➢ 人民銀行は業務種類、業務地域及

び業務規模等の要素に基づき、登

録資本金の最低限度額を引き上げ

ることが可能 

➢ 株主の出資金は自己資金で、他人

からの委託資金、借入金を出資金

に充当してはいけない 

➢ 業務地域が省内（自治区、直

轄市）場合、その最低資本金

（3 千万人民元）を 1 億人民

元に引き上げ 

➢ 業務種類、業務地域等に基づ

きより高い資本力が求めら

れる可能性あり 

➢ 自己資金による出資を明記 

（『条例』などに基づき、中国アドバイザリー部作成） 

定義及び位置づけを初めて明確化 

手続き順番を「先証後照」に変更 
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【図表 1】第三者決済機関の設立・変更・撤退などに関する主な内容（続き） 

項目 旧法 『条例』 変更点 

設立 

申請条件 

➢ 申請者が中国国内で設立された

有限責任会社又は株式有限会社

で、かつ非金融機関法人であるこ

と 

➢ 最低登録資本金が『弁法』の規定

に合致 

➢ 出資者が『弁法』の規定に合致 

➢ 決済業務熟知の上級管理職が 5

名以上 

➢ 要求を満たす資金洗浄対策あり 

➢ 要求を満たす決済業務施設あり 

➢ 健全な組織、内部統制制度及びリ

スク管理措置あり 

➢ 要求を満たす営業場所及び安全

保障措置あり 

➢ 申請者及び上級管理者が直近 3 年

以内に決済業務による違法・犯罪

活動、又は違法・犯罪活動のため

の決済業務の扱い等によって処罰

を受けたことなし 

➢ 登録資本金が『条例』の規定に

合致 

➢ 就任予定の董事、監事、上級管

理職が関連法律・法規を熟知

し、職責履行に必要な経営管

理能力を有し、直近 3 年以内

に重大な違法・規定違反の記

録はなし 

➢ 規定に合致する営業場所、安

全保障措置及び業務システ

ム、施設と技術あり 

➢ 健全なコーポレートガバナン

ス、内部統制とリスク管理制

度、撤退予備案、利用者権益保

障メカニズムあり 

➢ 決済業務熟知の上

級管理職の人数な

どに関する要件を

削除 

➢ 業務システム、撤退

予備案などに関す

る要件を新規追加 

主要出資

者の資格

要件 

主要出資者とは第三者決済機関を実

際に支配している出資者及び 10%以

上の出資権を保有している出資者を

含む 

➢ 有限責任会社又は株式有限会社 

➢ 申請日までに金融機関あるいは e

コマースのために情報処理サポー

トサービスを 2 年以上連続で提供 

➢ 申請日までに 2 年以上連続で黒字

計上 

➢ 最近 3年以内には決済業務による

違法・犯罪活動、又は違法・犯罪

活動のための決済業務の扱い等に

よって処罰を受けたことなし 

➢ 主要株主、実質的支配者の財

務状況及び信用記録が良好

で、直近 3年以内に重大な違

法・規定違反の記録はなし 

➢ 主要株主、実質的支配者が会

社である場合、はっきりした

出資構造、権利帰属紛争なし 

➢ 主要株主、実質的

支配者の定義、具

体的な資格要件を

削除 

➢ 出資構造などに関

する要件を追加 

外資決済

機関参入 

外資系決済機関の業務範囲、国外の

出資者の資格条件及び出資比率等は

人民銀行が別途定め、国務院に報告

し承認を求めること 

別途規定があることを除き、国

外の非銀行機関が国内の利用者

向け越境決済業務を提供する場

合、国内で第三者決済機関を設

立すべき 

人民銀行公告[2018]

第 7号で初めて外資

系決済機関の参入条

件などを明確化。

『条例』は商業存

在、業務システム、

情報扱いなどの面で

同公告を踏襲 

（『条例』などに基づき、中国アドバイザリー部作成） 
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【図表 1】第三者決済機関の設立・変更・撤退などに関する主な内容（続き） 

項目 旧法 『条例』 変更点 

変更申請 

下記事項のいずれを変更する場

合、会社登記機関に変更登記を

申請する前に人民銀行の許可を

取得 

➢ 名称、登録資本金又は企業

形態の変更 

➢ 主要出資者の変更 

➢ 合併又は分割 

➢ 業務種類の調整又は業務地

域の変更 

下記事項を取り扱う際、人民銀行の

許可を取得 

➢ 名称、登録資本金、業務種類又は

業務地域の変更 

➢ 省、自治区、直轄市を跨いだ住所

の変更 

➢ 主要株主又は実質的支配者の変更 

➢ 董事、監事、上級管理職の変更 

➢ 合併又は分割 

➢ 人民銀行許可必須の

変更事項に「省、自治

区、直轄市を跨いだ

住所の変更」「董事、

監事又は上級管理職

の変更」を追加 

➢ 企業形態の変更につ

き人民銀行の許可が

不要に 

撤退 

決済業務の終了を申請する場

合、所在地の人民銀行分支機構

に下記の文書・資料を提出 

➢ 会社法定代表者が署名した

書面申請には、企業名、決

済業務の展開状況、終了予

定の決済業務及び終了原因

等を明記 

➢ 営業許可証(副本)の写し 

➢ 決済業務許可証の写し 

➢ 顧客の合法的権益保障方案 

➢ 決済業務の情報処理方案 

終了が許可された場合、人民銀

行の承認回答に従い、業務終了

後、決済業務許可証を返却 

➢ 決済業務を終了しようとする場

合、人民銀行に決済業務許可の取

消を申請 

➢ 決済業務許可が取消・撤回される

場合、利用者資金及び情報セキュ

リティを適切に保障する方案を策

定、かつ利用者に公告 

➢ 解散の場合、人民銀行監督の下で

清算を行うこと 

➢ 決済業務許可取消後、市場監督管

理部門で変更もしくは抹消登記手

続を実施 

➢ 撤退手順（決済業務

許可取消後、市場監

督管理部門で抹消登

記手続）を明確化、 

➢ 人民銀行監督の下で

清算することを明記 

当局の 

審査期間 
― 

➢ 設立申請の場合、人民銀行による

申請受理日から 6ヵ月以内に 

➢ 企業名、登録資本金変更申請の場

合、人民銀行による申請受理日か

ら 1ヵ月以内に、その他の事項の

変更申請の場合、3 ヵ月内に 

当局の審査期間を明確

化、設立申請の場合、こ

れまでの実務上の平均

18 ヵ月より大幅短縮 

決済業務 

許可証 

➢ 決済業務許可証の有効期限

は発給日より 5 年 

➢ 有効期限満了後、引き続き

決済業務に従事する場合、

期限満了前 6ヵ月以内に所

在地の人民銀行分支機構に

更新申請を提出 

➢ 更新後の許可証有効期限は 5

年 

― 

➢ 有効期限（5 年）及

び更新申請手続きを

削除 

➢ 既存の決済業務許可

証につき、期限満了

後更新が必要か否か

不明 

― 

設立後、正当な理由なく 2年以上連

続で決済業務を展開していない場

合、人民銀行は決済業務許可を取消 

決済業務許可取消の情

状を追加 

（『条例』などに基づき、中国アドバイザリー部作成） 
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『条例』第 15 条では、図表 2 の通り、決済業務の分類を従来の 3 種から 2 種に見直した上、旧法の

『実施細則』3を踏襲、単一用途のプリペイドカード4、即ち、スーパーや飲食店など発行のプリペイドカ

ード関連業務は『条例』を適用しないことを強調しました。また、チャージ口座運営と決済取引処理の

具体的な分類方式と監督・管理規則は人民銀行が別途策定するとします。 

【図表 2】決済業務分類の見直し 

項目 旧法 『条例』 

分類基準 取引チャンネル・受理端末5 前払金を受け入れるか否か 

種類 

➢ ネットワーク決済 

➢ 銀行カードのアクワイアリング 

➢ プリペイドカード業務 

➢ チャージ口座運営 

➢ 決済取引処理 

 

 

 

『条例』では単独の章として「決済業務ルール」を設け、旧法の第三章「監督と管理」における関連

内容を踏襲した上で、支払準備金使途や決済業務許可証などに対する管理の強化、利用者権益保護を目

的とした決済サービス協議書への関連内容の追加、決済口座関連規定の新規追加などを行いました。一

方で、内部管理制度や決済業務に係る料金徴収項目と徴収基準などの人民銀行への届出を不要にしたな

ど、業務手続の簡素化も行いました。 

【図表 3】主な決済業務ルール 

項目 旧法 『条例』 変更点 

業務 

内容 

➢ 決済業務許可証で認可された業

務範囲に基づき経営活動を展開

すべき、認可範囲以外の業務へ

の従事を禁止 

➢ 業務の外部委託を禁止 

決済業務許可証に記載された業務種

類及び業務地域に基づき決済業務を

展開すべき、許可を受けず、許可が

必要とされるその他の業務への従事

を禁止 

業務展開の際、許可証

に記載された業務範囲

のほかに、業務地域も

要順守 

― 
清算業務への従事、形を変えて清算

業務への従事を禁止 

清算業務への従事禁止

を新規追加 

決済 

業務 

許可証 

決済業務許可証の譲渡、貸与、貸

出を禁止 

➢ 決済業務許可証の改ざん、転売、

貸与、賃貸を禁止 

➢ その他の形式での行政許可の不法

譲渡を禁止 

➢ 禁止事項に改ざん、

転売を新規追加 

➢ 行政許可の不法譲渡

禁止を新規追加 

（『条例』などに基づき、中国アドバイザリー部作成） 
 

                             
3『非金融機関決済サービス管理弁法実施細則』（人民銀行公告[2010]第 2号）に基づき、社会保障金支給用のプリペイドカード、公共交

通機関用のプリペイドカード、通信料金納付用のプリペイドカード、カード発行機関が加盟店と同一法人であるプリペイドカード業務

は旧法を適用しない 
4『単一用途商業プリペイドカード管理弁法』に基づき、単一用途のプリペイドカードとは、小売業、宿泊・飲食業、住民サービス業の

企業法人が発行した、当該企業または所属するグループあるいは同一ブランドのフランチャイズ経営体系内のみで商品またはサービス

の提供を受ける前払の証憑を指す 
5 2023年 12月 17日、司法部、人民銀行関係者は記者会見で「『非金融機関決済サービス管理弁法』では取引チャンネル・受理端末に基

づき、決済業務をネットワーク決済、銀行カードのアクワイアリング、プリペイドカード業務に分けた」と解釈 

業務分類を見直し 

 

決済ルールを明確化 
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【図表 3】主な決済業務ルール（続き） 

項目 旧法 『条例』 変更点 

当局へ

の届出 

決済業務弁法及び利用者権益保障

措置を制定し、リスク管理及び内

部制御制度を構築・健全化し、所

在地の人民銀行分支機構に報告・

届出 

コンプライアンス管理制度、内部統

制制度、業務管理制度、リスク管理

制度、突発事件緊急対策及び利用者

権益保障メカニズムを構築・健全

化、かつ着実に実施 

内部制御制度、リスク管

理制度などの内部管理

制度、決済業務の料金徴

収項目と徴収基準の人

民銀行への届出を不要

に 決済業務の料金徴収項目及び徴収

基準を確定し、所在地の人民銀行

分支機構に報告・届出 

価格関連法律、行政法規に基づき、

決済業務の料金徴収項目及び徴収基

準を合理的に確定、公示 

決済サ

ービス

協議書 

➢ 決済サービス協議書において利

用者との権利と義務、紛争処理

原則、違約責任等の事項を明記 

➢ 決済サービス協議書式に記載さ

れている第三者決済機関の責任

免除・責任限定内容につき、利

用者に注意を喚起、かつ説明

（旧法の『実施細則』） 

➢ 決済サービス協議書において利用

者との権利と義務、決済業務フロ

ー、電子決済指図伝送ルート、資

金決済、紛争処理原則及び違約責

任等の事項を明記 

➢ 競争排除・制限及び第三者決済機

関責任の不合理な免除・軽減、利

用者責任の加重及びその主要権利

の制限・排除等の記載を禁止 

➢ 決済サービスの利用に同意するか

否かに十分影響する条項につき、

合理的な方式で利用者に注意を喚

起、かつ利用者の要求に応じ当該

条項を説明 

➢ 記載必須内容の詳細

化 

➢ 記載禁止内容を新規

追加 

➢ 利用者の注意喚起内

容は、第三者決済機

関の責任免除・責任

限定内容から、決済

サービスの利用に同

意するか否かに十分

影響する条項まで拡

大 

➢ 決済サービス協議書の書式・条

項内容を公示、所在地の人民銀

行分支機構に報告・届出  

➢ 営業場所の目立つ位置で決済サ

ービス協議書の書式・条項内容

を公示。公式ウェブサイトがあ

る場合、HPの目立つ位置で公示

（旧法の『実施細則』） 

協議書を営業場所、公式ウェブサイ

ト、携帯電話アプリ等の目立つ位置

で公示 

➢ 決済サービス協議書

の人民銀行への届出

を不要に 

➢ 公示場所につき、旧

法の『実施細則』の関

連内容を踏襲、携帯

電話 APP を新規追加 

決済 

口座 
― 

➢ 決済口座は利用者の実名で開設 

➢ 決済口座の開設・使用・変更・閉

鎖等の業務管理及びリスク管理制

度を構築・健全化 

➢ 匿名又は仮名での決済口座開設を

防止、有効な措置による決済口座

の安全を保障、決済口座が違法・

犯罪活動に利用されることを防止 

➢ 決済口座の売買、貸与、賃貸を禁

止 

決済口座関連規定を新

規追加 

（『条例』などに基づき、中国アドバイザリー部作成） 
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【図表 3】主な決済業務ルール（続き） 

項目 旧法 『条例』 変更点 

支払 

準備金 

➢ 如何なる形でも流用を禁止 

➢ 人民銀行に別途規定がある場合

を除き、支払準備金を商業銀行

で開設した専用預金口座に保管 

➢ 第三者決済機関の払込資本金と

顧客の支払準備金の日次平均残

高との比率は 10％以上 

➢ 第三者決済機関は商業銀行の法

人或いは授権された拠点と支払

準備金保管協議を締結、所在地

の人民銀行分支機構にその保管

協議と支払準備金専用口座の情

報・資料を報告・送付 

➢ 如何なる形でも流用・占用・借

用、担保に用いることを禁止 

➢ 支払準備金を人民銀行あるいは要

求に合致する商業銀行に保管 

➢ 第三者決済機関の純資産と支払準

備金の日次平均残高との比率が人

民銀行の規定に合致 

➢ 別途規定がある場合を除き、いず

れの法人及び個人が、第三者決済

機関の支払準備金を預け入れる口

座の凍結或いは強制執行を申請し

てはならないこと 

➢ 支払準備金の借用、

担保に用いることを

禁止 

➢ 支払準備金の保管に

つき、人民銀行令

[2021]第 1号6を踏襲 

➢ 日次平均残高に関す

る文言を調整 

➢ 支払準備金を預け入

れる口座の凍結或い

は強制執行関連規定

を新規追加 

➢ 銀行との支払準備金

保管協議の当局報告

を触れていないこと 

支払 

指図 
― 

支払指図の偽造・変造を厳禁 新規追加 

（『条例』などに基づき、中国アドバイザリー部作成） 

 

 

 

『条例』では、利用者権益を保護するために、情報セキュリティの強化に取り組み、近年公布された

『個人情報保護法』7『サイバーセキュリティ法』『データ安全法』8などの方針に基づき、秘密保持及び

情報共有等の面で、データの収集・利用・取扱方法を図表 4の通り新規追加しました。 

【図表 4】データ収集・利用・取扱方法などに関する主な内容 

項目 主な内容 

業務システム 
➢ 必要とされる独立した業務システム・施設・技術を保有 

➢ 業務システムとそのバックアップを国内で保管 

外部委託 資金・情報セキュリティに関わるコア業務及び技術サービスを第三者への委託を禁止 

国内取引 
国内取引向け決済サービスを提供する場合、取引処理、資金決済及びデータ保存を国内で

実施 

越境決済 
越境取引向け決済サービスを提供する場合、越境決済、越境人民元業務、外貨管理及びデー

タの越境移転の関連規定を遵守 

決済取引処理 
清算機関、銀行業金融機構、その他の第三者決済機関が認可する安全な認証方式で口座に

アクセスし、規定に違反して銀行口座、決済口座の機微情報を留保してはならないこと 

（『条例』などに基づき、中国アドバイザリー部作成） 
 

                             
6 『非銀行決済機関の顧客支払準備金の預かり管理弁法』（人民銀行令[2021]第 1号） 
7 その詳細については、『みずほ中国ビジネス・エクスプレス』第567号をご参照ください。以下のURLよりダウンロードできます 

⇒https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/express/pdf/R419-0619-XF-0105.pdf 
8 その詳細については、『みずほ中国ビジネス・エクスプレス』第555号をご参照ください。以下のURLよりダウンロードできます 

⇒https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/express/pdf/R419-0607-XF-0105.pdf  

 

情報セキュリティを強化 

 

https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/express/pdf/R419-0619-XF-0105.pdf
https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/express/pdf/R419-0607-XF-0105.pdf
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【図表 4】データ収集・利用・取扱方法などに関する主な内容（続き） 

項目 主な内容 

情報取扱 
➢ 利用者情報を取扱う際、適法、正当、必要性及び信義誠実の原則に従い、利用者情報扱

い規則を公開、情報扱いの目的、方式及び範囲を明示、かつ利用者の同意を取得 

情報収集 

➢ 決済サービスに関らない利用者情報の収集を禁止 

➢ サービスの提供に必要な情報を除き、利用者が情報取扱に同意しない又は同意を撤回し

たこと等を理由にサービス提供の拒否を禁止 

秘密保持 

➢ 利用者情報を厳格に秘密保持 

➢ 有効な措置を講じ不正アクセス及び情報の漏えい、改ざん、紛失を防止 

➢ 利用者情報の不法な売買、提供又は公開を禁止 

情報共有 
関連会社と利用者情報を共有する場合、利用者に関連会社の名称と連絡方法を告知し、かつ

共有の内容及び目的、期限、方式、保護措置等について利用者の個別同意を取得 

重要情報イン

フラ施設と認

定された場合 

➢ 関連ネットワーク施設、情報システム等が法に基づき重要情報インフラ施設と認定され

た場合、又は取扱う個人情報が国のネットワーク情報部門の定める数量に達している場

合、国内で収集・生成した個人情報の取扱いは国内で実施 

➢ 確かに国外に提供する必要がある場合、法律、行政法規と国の関連規定に合致し、かつ

利用者の個別同意を取得 

➢ 国内で収集・生成した重要データの越境移転の安全管理は、法律、行政法規及び国の関

連規定に基づき実施 

（『条例』などに基づき、中国アドバイザリー部作成） 

 

 

 

『条例』第 36 条、第 41条では、第三者決済機関の支配株主、実質的支配者に対し、特殊方式による

株式保有、関連取引、質権設定などの面で以下の通り管理を強化しました。だたし、支配株主及び実質

的支配者の定義を明確にしていません。 

➢ SPV又は他人に委託して株式を保有させる等の方式で当局の監督・管理を逃れることを禁止 

➢ 関連取引の違法な展開等を通じ第三者決済機関又はその利用者の合法的権益に損害を与えるこ

とを禁止 

➢ 同一株主に対し、同一業務種類の第三者決済機関の 10%以上の持分もしくは議決権を 2 社以上

直接もしくは間接的に保有することを禁止 

➢ 別途規定がある場合を除き、同一の実質的支配者に対し、同一業務種類の第三者決済機関を 2

社以上支配することを禁止 

➢ 主要株主が持株に質権を設定しようとする場合、人民銀行への事前報告が必要。質権に設定し

ようとする株式が当該株主の持株数に占める割合の上限を 50%とすること 

上記のほかに、パブリックコメントにおける主要株主及び実質的支配者に対する具体的な資格要件や

持株譲渡禁止年数（3 年）などの内容も削除されました。一部内容は実施細則に盛り込まれる可能性が

あるという見方もあるので、今後の実施細則などを引き続き注意深く見守る必要があります。 

 

 

 

主要株主などの持分管理を厳格化 
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＊ 

 

具体的な実務手続等については、関連主管部門または所在地の法律事務所等にお問い合わせください。 

【みずほ銀行（中国）有限公司 中国アドバイザリー部】 
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